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航空・環境サミット航空・環境サミット20092009に参加してに参加して

―航空機CO2削減とバイオ燃料採用の世界的動き―

1．会議の主旨とその背景

今回で4回目になる当会議は、ATAG（Air

Transport Action Group；本拠地スイス）が主

催したもので、地球温暖化防止策の対象に航

空機からの排出ガスを追加する措置（京都議

定書の改訂）に向けて、幅広い航空関連産業

に集まってもらい、航空機排出物（主として

CO2）の削減に向けての取り組みや、その対

策の1つと考えられるバイオ燃料の採用に向

けた意見交換と声明発表を行うものである。

今年の12月にコペンハーゲンにてUNFCCC

（United Nations Framework Convention on Climate

Change；気候変動に関する国際連合枠組条約

会議）が開催され、1997年に制定された京都

議定書の改定を行うことになっている。京都

議定書では、国ごとの削減目標は定めたが、

国際的な航空や海運輸送に関する排出物の規

制は対象外とされていた。しかし、今年の

UNFCCCは、航空機からの排出物にも新たな

規制をかけることになっている。その規制の

原案を作成しているのがICAO（International

Civil Aviation Organization；国際民間航空機構）

パネラー形式の会議

3月31日と4月1日の2日間、スイス・ジュネーブにエアライン、航空サービス会社、
空港会社、製造メーカ（以上を航空関連産業と称す）、政府、旅行団体など民間航空の関
係者約350名が集まり、航空機のエミッション削減とその1つの手段でもあるバイオ燃料
の採用について意見交換が行われた。日本航空宇宙工業会もこれに参加し、世界的な動
向の情報収集を行ったので、ここに報告する。
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で、削減目標値や削減方策などをUNFCCCに

提示することが求められている。ICAOの中

に、加盟国15カ国から構成されるGIACC

（Group on International Aviation and Climate

Change；国際航空と気候変動に関する委員

会）が設立され具体的な検討が進んでいる。

日本からは国土交通省の審議官が参加し、い

ままで3度の会合が開かれた。今年2月に開催

されたGIACC第3回会合では、ICCAIA

（International Coordinating Council of Aerospace

Industries Associations；国際航空宇宙工業会協

議会）を含む4団体（IATA：International Air

Transport Association、ACI：Airports Council

International、CANSO：Civil Air Navigation

Services Organisation）の代表として、Steel氏

（IATA）がオブザーバ資格で参加し、機体性

能や運航管制の改善でどれだけCO2が削減で

きるかなど、総合的な説明を行った。なお、

このSteel氏が今回のサミットの主催者である。

（社）日本航空宇宙工業会は、上述の4団体

の1つであるICCAIAの一員として、積極的に

これを支援している。技術委員会のICCAIA

小委員会の中に分科会として、航空機CO2削

減検討委員会（委員長：長島東大教授）を設

置し、技術的な検討結果を基に海外の関係者

と意見調整を図りながら、日本にとって不利

とならないようなICCAIA提言の作成に努め

ている。

2．航空機燃費の改善について

機体・エンジンメーカからの講演者はエア

バス社、エンブレア社、ロールス・ロイス社、

プラットアンドウイットニー社で、その他は

航空研究機関、エアライン、空港、各種団体

で、合計10名のパネラーが各7分の持ち時間

で発表を行い、また活発な質疑応答が行われ

た（サミットの最後に発表されたコミニュケ

を別添する）。

（1）機体・エンジンの技術開発の観点から、

航空機CO2削減については全般的に明るい見

通しとの説明であった。機体では、空力面

での層流翼の採用による粘性抵抗の低減や

新材料による軽量化、エンジンでは、GTF

（Geared Turbo Fan）やOpen Rotorといった

新しいエンジンの実用化や研究が進んでい

ることが報告された。メーカとしては政府

資金などが投入されれば、大きくCO2削減

に寄与するといった前向きの発言が相次い

だ中、エンジンメーカのうち1社は、「燃費、

騒音、窒素酸化物が同時に低減できる方策

は無く、バランスが必要」という現実的な

発言があった。

（2）運航面では、エアラインから、これまで

新型飛行機の導入や片発エンジンでのタキ

シイング、燃料の過剰積載防止、エンジン

の洗浄などCO2の削減のためにあらゆるこ

とを実施してきた。CO2削減にはエアライ

ンだけでなく、製造や管制部門などとの協

力が不可欠であるとの発言があった。また、

現在の経済危機に直面して経営が行きづまっ

ている会社もある中で、CO2削減はこれ以

上に急いで行うべき課題かといった悲痛な

発言もあった。

（3）航空管制の面からは、次の2点を早急に

行うべしとの発表があった。1つはCDA

主催者のP. Steel氏
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（Continuous Descent Approach；連続降下進

入）で、現在、階段状となった高度設定で

滑走路に進入させている方式を、直線状に

連続して滑走路に誘導することで進入時の

燃費を改善するものである。IATA事務局

から欧州の約100カ所の空港が2013年まで

にCDAを導入する計画があると宣言され

た。 2つ目は PBN（ Performance Based

Navigation；特性に基づく管制）で、現在

は、航空機の通過すべき点を定め、一定速

度、高度で飛行する管制方式であるが、こ

れは、いわば高速道路のような空路を設定

し、自由に各機体が希望する速度で運航す

るもので、高速道路のように自由な追い越

しを可能にすることで、同じ空路に多くの

航空機が飛行できるようにするものである。

2日目の会場にて、ICAOやIATA、CANSO、

ICCAIA、ACIなど航空関連団体の長により

PBNの導入を推進するとの声明が発表され

た。

3．バイオ燃料の採用について

航空機用のバイオ燃料は、サトウキビやト

ウモロコシといった食料を原料とした第1世

代から、カメリナといった植物やジャトロファ

（ナンヨウアブラギリ）の実など数種の候補

からなる第2世代の非食料系バイオ燃料に移っ

ている。バイオ燃料の特性は、発熱量、比重、

粘土、着火温度などの特性が従来の航空燃料

と同等であることが分かっており、JALを含

む世界の4つのエアラインで試験飛行が行わ

れたが、運用上の問題はないとの結論を得た。

また、バイオ燃料の航空燃料としての認定は

現在手続き中で近々認定が取れる見通しであ

るとの報告があった。

しかし、課題として、その生産量と価格が

挙げられる。バイオ燃料の本格的な商用生産

がまだ見えてこない中、航空燃料をいきなり

バイオ燃料で置き換えるには、原料の確保、

精製プラントの建設など生産量確保のための

投資が欠かせない。バイオ燃料は航空だけで

なく、いろいろな産業で代替燃料として使わ

れることも考慮すると、航空用として必要量

を確保することが課題となる。価格面では、

まだまだジェット燃料に比べ2倍以上の価格

となっているのが現状で、経済危機にあえい

でいるエアラインにとっては、「すぐCO2削減

に協力」ということには繋がらない。

一方、サミットのコミュニケでは、「ポス

ト京都議定書が発効する2012年にはバイオ燃

料の安定的な利用が実現し、2020年以前に十

分な量の供給が可能となっていることを要望

する」とバイオ燃料への期待が示された。ま

た、各国政府による政策の一貫性研究開発、

プロトタイプ製造、本格製造、貯蔵などへの

一連の支援が必要との意見が多くの講演者か

ら表明された。

4．ICAOへの提言

今年12月のUNFCCC会議に向けて、従来の

ような国別の目標値を割り付けるのではなく、

航空については「グローバルなセクター・ア

プローチ」（Global Sectoral Approach）をとる、

すなわち全世界的な削減目標の下に各国の航

空関連団体が協力して排出抑制に取り組むこ

とが提案された。国別の枠組みでは国際航空

は複雑すぎて、排出物の削減に繋がらず、競

争条件に歪を生むことになると警告している。

またこのアプローチの観点から、欧州が進

めているETS（Emission Trading Scheme）は、

世界的に適用可能なルールにすべきだ、といっ

た意見が相次いだ。EU政府からの「CO2削減

を加速させる方策」というだけの説明に納得

する声は少なく、EU内のエアラインなどから

「課税の使い道が不透明。航空環境整備に使

われない可能性もあり、見直すべき」といっ
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た声も聞かれ、欧州内部でも反対の声が上がっ

ていた。

5．所感

（1）「グローバルなセクター・アプローチ」

というサミットの提言を受けて、今後、

ICAOはGIACCでとりまとめる温暖化防止

の取り組み案をUNFCCCに対して報告し、

ポスト京都議定書として採用されることを

目指すこととなる。ICAOが航空業界をま

とめられないと当事者能力を疑われ、部外

者の集まりであるUNFCCCで物事が決めら

れる恐れがあるので、今秋までにICAOと

しての成案を得られるかどうかが鍵となる。

（2）しかし、ICAOは190カ国から構成されて

いるため、通常、締約国間の利害調整に時

間がかかるようである。とくに中国など途

上国からは規制強化への反対意見がでてお

り、後述するETSの問題もからんで、今後

どのようにコンセンサスを得るのか懸念さ

れる。しかるに、GIACC事務局長（ジョ

ン・ベギン氏）が「ICAOがルールを作る

のではない、ICAOは締約国に対して合意

形成のための場を提供する（facilitate）に

過ぎない」と政府の奮起を求める発言をし

ているのには、締約国の役割が大きいこと

は事実としても、当事者意識が若干希薄で

はないかと感じた。

（3）欧州委員会は2011年からEU域内で発着

する航空機（2012年からはEU域内の空港

を利用するすべての域外発着便にも適用）

のCO2排出枠を設定し、それを超過した航

空会社には排出権の購入を義務付ける規制

を導入する計画である。このCO2排出権取

引制度（ETS）については、その手法が一

方的であるとしてEU外のエアラインから

反発を呼んでいるが、今回、EU内のエアラ

インからも過重な負担を与える、排出権購

入代金の使われ方が不明であるとして、強

い批判の声があがった。今後、ICAOの場

でETSをベースに完全にグローバルな排出

権取引制度ができるのか、コペンハーゲン

（12月）までの時間を考えると合意を得る

のは極めて困難な状況といえよう。

（4）今回のサミットでは、CDAの実施宣言や

PBNの促進決議がサミット盛り上げのイベ

ントにされたことを除いても、エアライン

および空港会社における航法の改善や航空

機以外の設備の省エネ化などの効果が大き

く取り上げられており、航空機自体の技術

革新に関する議論は少なかった。しかし、

エアラインの幹部から「軽くてエネルギー

効率の良い機体をいつでも導入する用意が

ある」と、革新的航空機の開発努力を期待

したいとの強いメッセージが発せられたこ

とも最後に付言したい。

〔（社）日本航空宇宙工業会 国際部長　板原　寛治〕

※お詫びと訂正
「航空と宇宙」2009年4月号に掲載された「特集：チェコ・ポーランド貿易会議（航空機）」の記事に
下記の誤りがありましたので訂正させていただきます。

（誤） （正）
P.1左13行　：チェコと同様1889年に政権 1989年
P.3左下11行：大使自ら、チェコの政治経済 ポーランド
P.3右下16行：通貨については、クローネからユーロ ズロティー
P.3右下09行：チェコ企業の名前Franken Bruno Frencken Brno
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別添


